
茨城県警察からのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年４月３０日 

 

コード決裁サービス不正利用について 

 

「〇〇ペイ」などのコード決済サービスのアカウントを乗っ取り、店舗で電子たばこやゲーム機など

の高額な商品を不正に購入する事案が発生しています。次の対応をお願いします。 

 

１. コード決済利用者の方へ ～アカウントを乗っ取られないために～ 

○不審なメールなどのリンクには安易にアクセスしないこと。 

○正規アプリや事前に登録したブックマークからアクセスすること。 

○指紋認証や顔認証などの生体認証や、ログイン通知サービスの活用などによりセキュリティを強化

すること。 

 

２. 事業者（店舗）の方へ ～不正に商品をだましとられないために～ 

○コード決済画面表示を確実に確認すること。 

○不正行為を見つけたら警察に通報すること。 

 

 

【参考】 

警察庁ホームページ＞コード決済サービスの不正利用被害に遭わないために 

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/pdf/R8_Vol.2cpal.pdf 

政府広報＞スマートフォンのセキュリティ対策できていますか？4つのポイント 

https://www.gov-online.go.jp/prg/prg25924.html 
 

 

 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本件の問合せ先】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県警察本部サイバー企画課 

電話：029-301-0110 
 
 
 
 
 
 




